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                                 災害対応研究会ニュースレター 

第26号 2006.4. 
 

 
タイトル：大森康正         

会員リレーエッセイ 21           『震災時帰宅支援マップ』を歩く  
        神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 北原糸子 

    
今、首都圏では防災グッズの売れ行きが好調らしい。これに乗じて、さまざまな工夫を凝らし

たグッズも出ている。しかし、実際の場面で活用できるかどうかあらかじめ検証が必要なものも

あるだろう。 

そう思って、売れている『震災時帰宅支援マップ』に沿って歩いてみた。我が家は首都圏の東

急田園都市線の青葉台駅から徒歩 10 分程度のところにある。このマップによれば、渋谷―青葉台

間は 23 キロとなる。１里（ほぼ４キロ）1 時間として、約６時間掛かる計算だ。関東大震災の発

生時にならって 12 時に渋谷駅を出発。多摩川までの国道 246 号とその上を走る高速 3 号渋谷線

に沿って歩く。これは昔の大山街道で、わかりやすい。しかし、歩きながら、高速道路とその脇

に林立する中層マンション群の間の幅 3 メートルに満たない歩道は震災時に果たして確保される

のだろうか、甚だ疑問が生じた。阪神大震災時の高速道路の倒壊現場が頭の中をよぎった。 

さて、自宅にたどり着いたのは 7 時半。途中、昼食と休憩で合計 1 時間半ほどを差し引いて、

計算通りの 6 時間を要したわけだが、足が棒になるとはこのことかと思った。現在 66 歳のわた

しには 6 時間が限度だと思った。今回の最大の教訓は、マップの指示通りのルートを取ることは

とても危険ということがわかったことだ。 

 
（ペンを瀬尾理さんにまわします） 
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小千谷市でのり災証明発行支援が持つ意味 

田中 聡 氏（富士常葉大学環境防災学部助教授） 

 

 

 新潟県中越地震において、なぜ支援が可能だ

ったのか、その背景からお話します。 

 きっかけは 11 年前の阪神・淡路大震災にな

るかと思います。土木学会関西支部の「阪神・

淡路大震災調査研究委員会」の緊急対応分科会

を受けて、これまでどちらかというと工学や理

学に偏っていたものからもう少し社会学的な

対応を考えなければいけないということで、研

究成果をいろいろと積み重ねてきました。 

 ちょうど 10 年後、新潟県中越地震が発生し

たわけですが、積み重ねてきた様々な研究成果

をどうやって実際の災害対応に生かしていく

のか、その検証と社会還元をまず考えました。

もちろん、実践で新しい課題も発見されますし、

解決しなかった問題もあります。そういう問題

が何なのかということを発見することも大き

な意義の一つでありました。 

 この 10 年間にいろいろなことが明らかにな

ってきました。 

まず一つは、災害対応業務がどんなものなの

か、その種類、基本単位のユニットがどういう

ものであるのか、それぞれの災害対応業務をど

う進めていくのか、どういう手順で規定すると

効率的になるのかということがこれまでの研

究で徐々に明らかになってきました。 

 さらに、災害対応業務の関係性も少しずつ明

らかになってきました。業務を省力化するため

の様々な道具もこの 10 年の間に開発され、積

み重なってきてはいるのですが、実際の災害対

応の現場で生かされるということは残念なが

らあまりなかったように思われます。 

 そういう背景がありまして、今回、小千谷市

において、これらの成果をどう生かすのかとい

うことを考え、被災者の生活再建のスタートポ

イントになるり災証明書発給の業務に着目し

て、包括的な業務処理パッケージを作成し、で

きるだけ災害対応の省力化に協力するという

目的で支援を始めました。 

これまでの研究から、建物被害認定調査、被害

データベースの構築、り災証明発行システム、

り災者台帳システムの四つの業務から構成さ

れ、それを上手に組み合わせることが非常に大

切だということも分かってまいりました。特に

り災証明書発給に関する一連の作業は、災害対

応において非常に大きな混乱をもたらすとい

うこともこれまでの経験で知られております。

そこをどうやって混乱を少なくし、かつ業務を

スムーズに進めていくかということを考えて

まいりました。 

 

業務をスムーズに進めるには 

いきなり「パッケージがありますからどう

ぞ」と押しかけて行ったわけではありません。

私共も 10 月 23 日に地震が発生してから、どう

いう支援ができるのかということをまず調査

しなければならなかったので、25 日に小千谷

市に伺い、現場の参与観察から、何が使えるの

か、どういう支援を今必要としているのかとい

うことを調査させていただきました。 

 全体の被災地の状況を見て、さらにどういう

人とコンタクトを取ればいいのかを調べ、その

人とある一定の信頼関係を確立した後に、建物

被害認定調査の一連の業務を支援したいとい

う申し出をし、さまざまなロジスティクスの準

備を始めたという状況です。 

 最初に、建物の被害を調査しなければなりま

せん。調査段階で、ＤＡＴＳ（Damage Assess

ment Training System）という仕組みを適用し

ました。その特徴は、非専門家による被害調査

法のトレーニング、ＤＡＴＳ調査票による調査

の実施、調査結果に対する相談会の実施、ＦＡ

Ｑの作成と周知徹底のようになっています。 

 次に、情報を収集するわけですが、最後にコ

ンピュータの処理をしなければいけません。そ

うすると紙で作ってきたものをいちいち打ち

直すのが非常に大変な作業だということがだ

んだん分かってきましたので、今度はＰＤＡ端

末で調査データを現場で入力して、そのままコ

ンピュータに取り入れられるようにしたらど

うだということも考えました。 

 さらに、集めたデータをＧＩＳを使ってり災

台帳システムという形でまとめて構築する仕

組みが必要になってまいります。この仕組みは

11 月 10 日から 15 日ごろに開発をしました。 

被災者に対してり災証明書を発行するに当

たって、様々なことを考えていかなくてはいけ

ません。そのときに私たちはサービスマネジメ

ントの考え方に基づいて、業務システム、発行

業務のワークフロー、発行システムはどうある

べきなのかということを設計、開発し、提供し

ました。小千谷市では 11 月 21 日からこの仕組

みを使ってり災証明書を発行しました。 

公開シンポジウム 「り災証明発行の効率化をめざして」 
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り災証明発行の四つの業務 

 包括パッケージの中身は、建物被害認定調査、

被害データベースの構築、り災証明発行システ

ム、り災者台帳システムの構築の大きく四つの

内容に分かれています。 

 建物の被害認定調査というのは、ＰＤＡ端末

によって現場でそのままデジタルデータとし

て調査データを入力するという方法を考え、さ

らに、調査をする人たちの研修、相談、質問に

対する答えなど、どのようにシステムとして進

めていくかを考えました。ＤＡＴＳによる調査

票を使った調査、講習会、調査品質を確保する

ためにＰＤＣＡサイクルを考えて常にクオリ

ティを一定に保つ努力をするシステムを運用

しました。 

 り災証明書発行のデータベースについては、

ＧＩＳとその被害データベースということで、

一軒一軒すべてに対してその内容が分かるよ

うなデータベースを開発しました。 

 り災証明書発行システムというのは、書類の

流れをどうするのか、それに沿った空間設計は

どうすればいいのか、さらに発行システムはど

のようにすると一番混乱が少なく、被災者の待

ち時間が少なくなるのかという設計が主なも

のに挙げられます。 

 実際のり災証明書発行の業務は、発行の運営

をするということ、当初の設計どおりに動くと

は限りませんので、システムをモニターしてい

てうまくいかなくなったりしたら、それをどう

解消するのか、どこにボトルネックが出るのか

というモニター業務もこの支援業務の一つに

なっております。 

 

小千谷市支援の三つの意義 

 一つは、り災証明用の建物被害調査の方式を

確立したことです。特に調査の迅速性、公平性、

説得性をどうやって確保するのかということ

を検討いたしました。さらにすべて専門家で調

査はできませんので、非専門家による建物被害

調査はどうすればいいのか、その品質の確保に

ついても十分に検討させていただきました。 

 次に、被災者台帳構築の方法論を確立したこ

とが挙げられると思います。ＧＩＳを使った被

害結果のデータベース化、被災者の生活再建支

援に関する情報のデータベース化などもこの

一連の中で構築をしていきました。 

 それからり災証明発行業務の標準手続きを

確立したというのも大きく挙げられることだ

と思います。特にフロント・オフィスとバッ

ク・オフィスというサービスマネジメントの考

え方を使った設計、業務フローの分析とそれに

基づく空間設計、システムのモニタリング、ボ

トルネックや不都合が発生したときの解消に

ついてもシステムとして検討しました。 

 まとめて言いますと、災害対応業務遂行に必

要で、業務を減らすことができる、情報を確実

に処理できるシステムを今回構築したという

ことになります。 

 それから単にシステムの問題だけではあり

ません。組織としても、例えば一つの大学、あ

るいは一つの企業ができることではありませ

ん。産・官・学が連携してこの業務を遂行して

いったということも大きな特徴です。今後、こ

のような形で協力しあいながら災害対応業務

をやっていかないと、効率的な業務処理という

のは難しいのではないかということを物語る

ものでもあります。 

 

プロジェクトへの評価と課題 

時間を追って必要に応じて設計し、現場に投

入をしていきました。約１か月の作業ですが、

大体うまくいったというのが私どもの評価と

考えていただきたいと思います。 

 組織あるいは人的資源の管理も結構大変で

した。特にロジスティクスの一元化です。支援

チームは１日平均７人ぐらいが小千谷市に入

っていたわけですが、そういう人たちのロジス

ティクスをばらばらにやってはいけない、一元

的に処理しなければいけないというのも、こう

いうプロジェクトを進めていくうえで非常に

重要なことでした。 

 支援チームの中でパソコンや様々なソフト

等を提供いただいて、この仕組みを構築しまし

た。それでも、結構な金額がかかっています。

この辺を今後どのように処理していくのかと

いうのも残された課題の一つです。また、プロ

ジェクトを進めるに当たっては、特に人、情報、

物、それを支えるお金をどのように回していく

のか、これをどのように効率よく構築していく

のかというのも今後の課題の一つです。 

 蓄積してきた様々な成果の還元が小千谷市

でできたというのは一つの大きな成果だと私

どもは考えております。我々は次の業務パッケ

ージ、特に被災者の生活再建支援ということで

仮設住宅の問題、被災者生活再建支援金の問題、

応急修理という問題に対して、より業務を効率

化できるようなパッケージを現在開発してお

ります。それが開発できましたら、いろいろな

現場での支援に使っていきたいと考えており

ます。             

（文責 関） 



 4

チャート式建物被害判定法 

堀江 啓 氏（地震防災フロンティア研究センター研究員） 

 

 

 小千谷市で実際に使いました「被害認定調査

のための建物の被害判定（ＤＡＴＳ：Damage 

Assessment Training System）」についてお話

します。 

 建物の被害判定を行うにあたって、判断が簡

単なものと難しいものがあること、判定基準が

あっても、人それぞれに解釈が違うことがあり

ます。この判断基準を身につけるには時間がか

かる、なかなか難しい問題だと思います。 

 なぜ判断基準が人によって違うのかという

ことですが、人が持っている評価軸がぶれてい

ると考えています。 

 ぶれ方には３種類あります。横軸が正しい評

価軸だとすると、いつも上に安定しているよう

なケース、いつも下にぶれているようなケース、

それと行ったり来たりする評価が安定しない、

まさに直感力に頼って判定しているのではな

いかというような評価のぶれ方があります。 

 ＤＡＴＳでは、そこをどうするかをまず考え

ました。評価軸の矯正法ですが、正しい評価軸

に対して、平行して上にずれている、下にずれ

ているといった安定してずれている場合には、

下にずれている評価軸を上げ、上にずれている

ものを下げるということで、安定した評価がで

きます。まず正しい評価を身につける、正しい

評価軸を知ってもらうということが大事だと

考えています。もう一つ、行ったり来たりとぶ

れている場合、評価を安定させるためのトレー

ニングが必要だということです。 

そして、安定した判断能力を身

につけるということが大事だと

とらえています。 

 

評価軸矯正の「三種の神器」 

 まず１つめ、正しい評価軸をま

ず持っていただきたいというこ

とで、図のような「被害認定チャ

ート」を開発しました。 

 このチャートは、木造建物の被

害を全部で幾つかのパターンに

分類しています。上の軸に、無被

害、一部損壊、半壊、全壊といっ

たようなことが書いてあります。

縦軸には、屋根被害型、２階被害

型、１階被害型、全体被害型、あ

るいは基礎被害型というように

被害の出方を分類しています。 

まずどういった被害がどこに当てはまるの

かを全体から見て目安をつけてもらう。これが

ないと、例えば「半壊」の被害を見ても、評価

軸を持っていないと「全壊」にぶれてしまった

り、「一部損壊」にぶれてしまったり、あるい

は２段階ずれて「無被害」になってしまったり

ということが起こるかもしれません。建物全体

の被害をチャートに当てはめて分類すること

を、評価の基準として身につけていただくとい

うことです。 

 ２つめは、判定フローを作りました。これは

判定のポイントを明確にして、どういった順番

で見ていったら被害の判定ができるのかをフ

ロー化したものです。 

 ３つめは、判定チェックシートです。判定根

拠を明確にして、安定した判断を行うためのツ

ールです。これは屋根と壁の被害を見て、被害

の量から点数をつけて、点数が何点であれば

「全壊」か、その判断の根拠を数値化したもの

です。 

 建物の被害を外から見て、被害があるかどう

か、層破壊が発生しているかどうか、基礎が壊

れているかどうか、傾斜が出ているかどうか、

あるいは屋根、壁という順番で見ることによっ

て安定した判断を行うことを考えています。 

 また、繰り返し写真を見て訓練していくこと

によって、評価軸から外れないように、いつで

も安定した判定ができるように考えて設計し

ています。 

 ＤＡＴＳにはもう一つ大きな仕組みがあり

ます。ＤＡＴＳの中での被害認定です。これは

内閣府の被害認定の方法ですが、最初は被害の

図：被害認定チャート 
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認定が容易なものをどんどんはじいていきま

す。例えば、倒壊家屋だったら「全壊」という

ことではじいていきます。 

 続いて第２次判定で外観目視調査をやりま

す。外側からだけ見て内部を見ないで調査する

のですが、内部の被害もこのぐらい出ているは

ずだというような推定をしながら判断、判定し

ていくというやり方です。 

 第３次判定、もう一段階、調査の判定方法が

あります。第２次判定の結果に対して被災者が

納得しない、不服を持った方々が手続きとして

再調査を申請します。申請のあった建物に対し

ては、今度は外からだけではなくて、中も見て、

内部と外部とを合わせるというような詳細な

調査をします。 

 したがって、第２次調査でエラーが出たから

といって、必ずしもそれが被災者にとって後々

響いてくることのない仕組みを作っています。

最終的には３次判定できちんとした調査をす

るプロセスを踏んでいます。 

 ここでポイントとなるのが第２次判定です。

第２次判定というのは非常に数が多い。例えば、

神戸市では 50 万棟を調査しました。小千谷市

でも２万棟近くの建物を調査しました。これを

一つ一つ建物の中を見て調査するというのは

現実的に不可能です。しかし、建物の被害の中

には、外から見て判断できるものと、最後まで

判断が残ってしまうものがあります。そういっ

たものをできるだけ第２次判定ではじいてし

まうということがＤＡＴＳの調査プロセスで

す。第３次調査に入ってくる数を減らし、最終

的には被災者が納得するまで調査をするプロ

セスを開発しています。 

 

新潟県でどういった結果になったのか 

 被害の調査をしないでり災証明書を発行す

るわけにはいかないということで、小千谷市の

場合、１万 5000 棟の被害を調査する悉皆調査、

全数調査を税務課が担当しました。内閣府のマ

ニュアルはあったのですが、建物の専門家では

ない税務課職員には、なかなか理解できない状

況になりました。なおかつ、調査員が不足して

いました。外から来る人も、県職員も非専門家

なので、非常に混乱しました。 

 そこで、調査票を提供しました。判断基準を

見やすく、視覚化したもの、判定のフローを確

立したもの、判定の根拠を数値化したチェック

シート、この３つを組み合わせて調査をしてい

ただきました。 

 訓練プログラムは、まず基本的な考え方、調

査方法、演習、外に行って実際の建物を見る実

習をやりました。 

 それだけではなく、１日調査が終わったあと

にどういった問題が発生したのか、判断の難し

い建物はどんなものがあったのかということ

をみんなで相談して、ＦＡＱをまとめることに

よって、調査の品質を確保しました。 

 しかし、被災者の不満は発生しました。１次

調査の外観目視調査の結果に不満を持たれて

再調査の依頼を申し込まれた方は最終的に

30％ぐらいになったと思います。 

 なぜ発生したのかですが、阪神・淡路大震災

のときの「全壊」には、「一部損壊」も入って

います。しかし、今回は判定基準が少し厳しく

なったということと、「大規模半壊」を認定し

なければならなくなりました。そうすると「一

部損壊」と「半壊」、「半壊」と「大規模半壊」、

「大規模半壊」と「全壊」といったボーダーラ

インが一つ増えることになりました。そうする

と、やはり被災者は一つ上のり災証明書が欲し

いということで再調査の依頼が増えたのだと

認識しています。 

 それから、たくさんの支援策がり災証明書に

結びついたことで、再調査率が上がったのでは

ないか。また、それぞれの自治体で判断基準が

違ったことで、あっちの自治体の判断は甘いと

か、こっちは厳しいといった風評が立ち、調査

した方も非常に苦労されたと思います。 

 ただ、外観目視調査と再調査という２段階の

調査方法は、外観目視調査で非常にスピードを

上げました。１日で１組の調査チームが 60 棟

ぐらいをこなすスピードでやりました。再調査

については時間をかけて１日８棟ぐらいでし

た。最初から内部調査をすると 4000 人ぐらい

の調査員が必要になるのですが、1500 人ぐら

いの調査員で済みました。２段階調査をするこ

とによって精度、公正性を保ちつつも人員を削

減するような効果が得られたのではないかと

考えています。 

 課題としては、大規模半壊への対応をしてい

なかった、地盤被害の評価方法はどうするのか、

非木造建物を対象とした訓練システムがなか

った、応急危険度判定との混同があった、住民

の調査に対する情報周知、効率的な調査を支援

するツール、頻繁に入れ代わる応援職員の訓練

環境、そういったものが今後必要になってくる

のではないかと考えています。 

（文責 関） 
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PDA による現場入力システム 

浦川 豪 氏（京都大学防災研究所研究員） 

 

 新潟県中越地震発生後、小千谷市でＤＡＴＳ 

(Damage Assessment Total Support system) 

を導入することが決定しました。これまでは紙

ベースで行われていたものを情報技術を利用

して、調査業務を効率化できないかということ

で、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)、Ｇ

ＰＳ(Global Positioning System)、ＧＩＳ

(Geographic Information System)を利用して

被害認定調査支援を行いました。 

 

データエントリーツールの開発 

まず、紙地図とマニュアルでの判定プロセスを

簡略化しようとしました。計算式が多く含まれ

ますので、得点を集計する電卓や計算プロセス

を短縮し、計算結果のエラーを少なくするとい

うこと、調査後のデータ入力の仕事量を削減す

るということ、また、今後のり災証明発行業務

等に利用することを考慮しようということで、

現場での入力システムの開発に取りかかりま

した。 

現場に出てデータを簡単に入力できるツー

ル(データエントリーツール)を、ＰＤＡをベー

スとして構築し、その中で建物の位置情報と、

全壊、半壊といった調査情報の２つの情報と普

段から利用しているデータベースの建物形状

や、その建物に関する関連情報を空間的に結合

して、新しくデータベースを構築します。これ

を利用して、今後り災証明発行業務に生かして

いこうというアイディアです。このようにＰＤ

Ａを利用した現場でのデータエントリーツー

ルの開発を進めました。 

 計算プロセスも異なりますが、２次調査は１

次調査に比べて調査項目が増えて、判定するプ

ロセスもかなり複雑なものになります。また１

次調査の結果を再調査する作業もありますの

で、一つのアプリケーションの中で１次調査と

２次調査を統合していくように開発を進め、利

用できるものとして、ある程度の完成形を得る

ことができました。 

 簡単な流れとしては、ＰＤＡの中にベースマ

ップがあり、その中にＧＰＳがついていますの

で、ＧＰＳで自分たちの位置を参照しながら建

物を特定します。その建物の形状を打ちこむと

ログイン画面が出てきて、居住者情報等が自動

的に振られます。そして判定プロセスが始まり、

最終的な判定結果が得られるという仕組みに

なっています。 

１次調査の結果はＰＤＡに残りますので、そ

こから判定結果を閲覧し、２次調査の判定プロ

セスを見ていきます。これは傾きや、屋根、家

具等、かなり細かいところを見て、それぞれで

平均値を出した計算プロセスが作れますので、

それぞれの部材の判定結果もデータベースに

残るという仕組みにしました。 

 

開発したシステムによる入力手順 

 ＰＤＡの中で、まずアプリケーションが立ち

上がると自動的に日付が振られます。担当者氏

名等を事前に登録できることになっています

ので、その中から調査員の名前を選んで確定し

ます。次に１次調査か２次調査かを選択する画

面になりますので、まずは１次調査を選択をし

ます。そうするとボタンが現れますので、その

ボタンで判定をスタートします。 

 次にベースマップが表れます。自分の目的地

で「位置」を選択すると、インターフェースが

現れますので、帳票等にある個別の建物番号を

入力します。ベースマップに建物居住者の名前

が登録されていますので、それも自動的に振ら

れるようになっています。 

 これで「進む」を選択すると、そこで「被害

なし」「層破壊」「傾斜あり」「傾斜なし」とい

う選択肢が現れます。ここでは例えば「傾斜あ

り」を選択して進んでみます。次に傾斜の程度

を入力し、基礎がどういう状況かも同じように

入力します。 

 そうすると、屋根と壁を見る画面になります

ので、これも同じように入力します。そのほか

に犬走りが走っているか、ドア・サッシに被害

があるかを入力すると、同時にデータベースに

蓄積されます。 

 これで「ＯＫ」を選択すると、結果として「一

部損壊」、評価点は「５点」で、１次調査は終

了するという非常に簡単な仕組みになってい

ます。このぐらい簡単でないと、現場ではなか

なか利用されません。 

 この調査結果を基に発行されたり災証明に

不満を持った方の家を再調査するため、１次調

査で蓄積したデータを使って、今度は違う調査

員が再調査に行くという２次調査のフェーズ

に移ります。 

 実際に新潟県中越地震の際も１次調査をし

た調査員と２次調査をした調査員は異なるケ

ースがありましたので、調査員が代わることが

考えられます。この場合、代わった人の名前を

入力し、「２次調査以降」をチェックすると、

２次調査が始まります。 

 １次調査で使ったデータを選び、「ＯＫ」を

選択すると、ベースマップ上に１次調査で得ら
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れたデータが出てくるので、これを利用します。 

 別の調査員が利用する場合、１次調査で得ら

れた結果を把握したいというニーズがありま

すので、「Ｉボタン」を使うと１次調査の結果

を一覧できます。 

 また、１次調査で個別の建物番号を入力して

いるので、その番号と居住者名はポップアップ

で自動的に出てきます。次に建物の構造を選び、

実際の判定プロセスに入ります。 

 まず傾斜を何点か計測して入力すると、自動

的に下の平均値も出ます。今までは調査員は１

チーム２人で、一人が住民とやりとりをしなが

ら、一人が計算結果を電卓で打つという方法で

したので、電卓の必要がなくなるという利点も

あります。これで「進む」を選択すると、傾斜

の判定結果が確認できます。 

 続いて屋根の損傷度、外壁の被害を入力して

進みます。 

 次は基礎の判定結果が出ますので、部位の判

定を進めるということで、先に進みます。 

 今度は柱、耐力壁、いずれかを見るというこ

とで、それぞれ入力します。内壁と天井、建具

についても同じように入力します。 

 最後に設備です。台所の流し台、洗面台、浴

槽、ベランダ等の被害を入力します。その結果、

先ほどと同じ「一部損壊」という結果になりま

した。 

現場では、住民とのやりとりで２次調査をも

う一回見直すという作業が行われていました。

そこで例えば「柱」に関する入力に戻って入力

し直すと、「半壊」という結果に変わったりし

ます。これで「ＯＫ」を押すと判定は終了しま

す。 

 １次調査と２次調査の結果は「Ｉボタン」で

見ることができます。 

２次調査は、アポイントが取れて建物の場所

が特定できていますので、もしかするとＧＰＳ

は必要ないかもしれませんが、車で移動するた

めのナビゲーションの役目として効果的に使

えることが、テストをするうちに分かりました。 

 さらに土地に慣れている方であっても、やは

り建物や地物を特定するというときにＧＰＳ

がついているのとついていないのでは、大きな

差があるということも分かりました。 

 また、自動的に居住者等のデータが入力され

るため、データ入力の手間を省略することもで

きたうえ、判定プロセスを簡易化したことで電

卓等による計算ミスを回避することもできま

した。初めてＰＤＡを操作する調査員にもテス

トとして実際に入力してもらいましたが、短時

間で操作することに慣れたことが分かりまし

た。 

 

緊急被害調査支援システムの確立 

課題として残ったのは、一つの建物に対して

デジタルカメラで撮影した複数枚の写真を、ど

う管理するかということでした。これが何千棟

になると莫大な量になります。 

また、先ほどの仕組みは、次の被害認定調査

等で利用できるアプリケーションとして確立

できたと思います。時間的制約のもとで緊急被

害調査に利用できるような仕組みも必要だと

いうことで、アプリケーションの開発速度を高

め、デジタルカメラで撮影された写真の管理が

でき、うまく時間の管理もできるような仕組み

の確立を、新潟県中越地震で得られた経験をも

とに進めました。 

そして、先ほど紹介したアプリケーションの

ようなものを、簡単にＧＩＳやプログラムのス

キルなしに自分たちで利用できるようなツー

ルを作ろうということ、また、デジタルカメラ

で撮影した写真とＧＩＳの位置のデータを自

動的にマッチングする仕組みを作ろうという

ことも視野に入れながら、確立したのが緊急被

害調査支援システムです。 

 エクセルベースで作った調査項目と調査リ

ストを簡単に読み込んで現場に持っていくと、

簡単なブラウザリストが出てきて、場所と調査

項目を簡単に入力できます。それと同時に、調

査後一つのフォルダーに建物のデータとデジ

タルカメラの写真をコピーできます。そうする

と、その建物のフォルダーが勝手にできて、そ

の中に関連する写真が全部移動します。このよ

うに一つの建物の複数枚の写真がＨＴＭＬフ

ァイルとして自動生成され、地図とリンクする

という仕組みです。 

 また、報告書として入力したデータや写真を

使えるように、調査票もエクセルベースで出力

できるようにしました。 

現場の情報を収集してデータベースに蓄積

し、集約したものを発信するフェーズもあれば、

業務でその情報を共有するフェーズもあり、個

別利用するケースもありますので、情報処理の

全体のプロセスをとらえて現場の入力システ

ムのアプリケーションを開発することが必要

があると考えて進めてきました。 

(文責 今井) 
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ＧＩＳを用いたデータベース構築 
ポール 吉富氏（京都大学防災研究所研究員） 

 

 

私は、ＧＩＳを用いたり災証明書発行のため

のデータベース構築についてご説明したいと

思います。 

 

り災証明書発行システム構築の考え方 

ここでの目的は、り災証明書を発行するため

の業務フローを効率化するために、被災度判定

結果をデータベース化すると同時に、発行業務

もできる限り電算化することです。さらに、こ

のためだけに構築するのではなく、ほかの業務

でも活用できるものにすることも目的の１つ

です。 

データベースを構築する手順は、まず被災度

判定調査を行い、その結果を入力したデータベ

ースを作ります。それをもとにり災証明書を発

行し、データを拡張して被災者台帳を作ります。

被災者台帳を作っておけば、ほかの業務にも使

うことができます。 

ここでＧＩＳを用いた理由は２つあります。 

１つ目は、小千谷市では税務課が持っている

家屋台帳と、住民基本台帳がリンクしていなか

ったので、所有者に関するデータはあっても、

居住者のデータはありませんでした。そこで、

市販の住宅地図から居住者のデータを入手し

て、同じシステム上で２つの情報を表示できる

ＧＩＳが有効と考えました。 

２つ目は、データの可視化、その他空間分析

など機能的に優れた面がＧＩＳにはあるから

です。また、広く一般的に使われているオラク

ルやＳＱＬサーバーなどのデータベースを使

うことができます。 

システムを設計する上で次のことに留意し

ました。 

(1) このシステムを使う担当職員の 99.9％は

ＧＩＳ初心者だから、業務で必要とする機

能のみにすること。 

(2) り災証明書発行までの１週間という短期

間で実用性の高いものにすること。 

(3) 可能な限り電算化すること。 

(4) ユーザーインターフェースを、可能な限り

簡単にすること。 

(5) サーバークライアント型のシステムにす

ること。 

被災度判定結果が変更されても、それを

システム利用者全員に直ちに反映するよ

うにした。後にほかの項目を追加したり、

住基などとも連携できるように拡張性・柔

軟性を持たせた。 

電算化した内容は、主に６つあります。 

(1) 申請者確認 

市の基幹システムを持ち込んだ。 

(2) 被災度判定結果を提示するためのアプリ

ケーション 

(3) 被害状況を示した写真の提示 

(4) ２次調査のスケジューリング 

(5) り災証明書発行状況のログ管理 

１次調査、２次調査、再調査、また発行

したかどうかも一括してログ管理できる

アプリを作った。 

(6) 判定結果が変更可能なインターフェース

の構築。 

システムを簡単に説明しますと、クライアン

ト側はＧＩＳのアプリと写真を見るためのウ

ェブブラウザ、サーバー側はＧＩＳとオラクル

をつなげるためのソフトです。また、写真のデ

ータをオラクルから引っ張るための仕組み、お

よびＧＩＳ側からオラクルに入っている判定

結果を引っ張るための仕組みとなっています。 

最終的にでき上がったデータベースは、当初

は家屋・建物に関するテーブル、判定結果のテ

ーブル、画像がハードディスクのどこにあるか

というパスが書かれたテーブルしかない非常

にシンプルなデータベースの構造になってい

ました。その後、世帯の情報や、住基と連携が

確立されると同時に、１次調査、２次調査、再

調査などの結果が追加され、テーブルは増えて

いきました。 

 

システムの操作要領と運用 

ハード面に関しては、窓口ではすべてノート

型ＰＣを使いました。申請者にも被災度の評価

過程をより理解してもらうために、公開できる

情報は提供しました。 

インターフェースの一例です（図１）。ツー

ルバーにある［住所、氏名から検索］のボタン

図１：被災度判定結果の検索画面 
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を押すと、ダイアログが出ます。ここで住所を

入力すると、建物の判定結果が表示されます。

直接入力してもいいのですが、簡素化するため

にインデックス化したものも用意しておき、ク

リックするごとに順次、市から町名と住所をた

どれる仕組みにしました。ほんの２～３秒で１

つの建物に達することができますから、非常に

有効な検索方法となりました。 

住所を絞り込めたら、該当する氏名をリスト

から選ぶと判定結果が表示されます。［調査写

真］のボタンを押すと写真が数枚表示され、選

択すると別ウィンドウでさらに大きく表示す

ることもできます。 

スケジューリングを行う必要がある２次調

査は、［２次調査依頼］のボタンを押すと、ダ

イアログが出ます。ここで調査区域と日付を設

定します。データベースのほうに１地区何人回

れるかというリミットを設けておき、限界件数

に達したら選択できない仕組みにしました。 

り災証明書が発行され、［り災証明書発行済

み］のボタンを押すと、フラグとしてデータベ

ースに入ります。１次調査から最終的に発行さ

れた判定結果までを追跡したい場合のために、

履歴のダイアログも作りました。 

被災度判定調査結果を変更するときは、住基

と連携を築くことで世帯番号からも検索でき

るようにしました。世帯情報が出たら個人を選

択すると、発行したり災証明書のリストが表示

されます。１世帯で複数のり災証明書を発行す

ることもありますので、すべて表示するように

なっています。対象のり災証明書を選択し、ド

ロップダウンリストから変更を行います。 

以上の工程を、応援職員１人当たり約 20～

30 分しかトレーニングする時間が取れなかっ

たのですが、皆さん全く問題なく操作してくれ

ました（図２）。 

 

運用してみてわかった２つの反省点 

(1) データ精度の問題 

税務課の家屋台帳データに家屋番号が

なかったり、アパートなど１つの建物に複

数の世帯があるといった、家屋ポリゴンに

複数の世帯が存在する場合にうまく処理

ができなかった。これを正すのに非常に時

間がかかった。 

(2) 住所検索による問題 

データ精度と密接に関係する問題で、最

初に連番を打たなかったことが反省点。 

ここでは、「だれに（世帯・個人コード）」

「どの家屋の（家屋コード）」「り災結果を

（り災判定結果）」「発行したか（り災証明

書発行番号）」をすべてつなげる必要があ

る。しかし、数にすればそんなに多くはな

いが、必ずしもうまくいったわけではない。

そして、この問題を正すには、莫大な時間

を要した。 

特に問題となったのは、１つの住所に家

屋やガレージ、納屋といった複数の建物が

ある場合、住所を入力して判定結果を表示

すると、いくつも出てきてしまうこと。そ

のため、建物と判定結果の関連を明確にす

るところが、当初、非常にあいまいになっ

てしまった。ある窓口では判定結果が「半

壊」で、別のところでは「一部損壊」を表

示してしまったケースもあった。 

このように、我々が使った住所による検

索方法ではなく、「世帯・個人コード」や

「家屋コード」に連番を打って、連番から

検索できるようにすればよかった。そうす

れば、「１対多」ではなく「１対１」の関

係ができる。これは後に改善したが、しば

らく問題を引きずってしまった。 

以上をまとめます。 

(1) 被災度判定結果の検索が５～10 秒以内、申

請から発行までが３～４分でできました。 

(2) り災証明書発行開始から４日間で小千谷

市全世帯の４分の１に当たる3,200戸に証

明書を発行できました。 

(3) １週間という限られた時間で作ったもの

ですが、非常に実用性の高いシステムとな

りました。 

(4) 課税台帳と住基データを結びつけること

ができました。 

(5) 産・官・学が協力して取り組んだ仕組みで

した。 

(6) 今後の課題として、このシステムが災害後

の日常業務の中でどのように活用されて

いるかを、分析する必要があると考えてい

ます。 

（文責 青野） 
 

図２：申請者に対応する様子 
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り災証明発給業務のサービスマネジメント 
高島 正典 氏（富士常葉大学環境防災学部講師） 

 

 

私は建物被災度の判定結果を被災者に納得

してもらい、り災証明書発給が円滑に行われる

ように、窓口業務の支援をしました。ここでは、

より顧客満足度の高いサービスを提供する仕

組みを設計するための考え方である「サービス

マネジメント」を導入しました。 

まず、サービス生産における留意点は７つあ

ります。 

(1) サービス内容の向上：り災証明書を迅速に

発給し、しかもその結果に被災者が納得で

きること。 

(2) 利用コストの低減：発給場所と発給窓口の

開設時間が便利なこと。 

(3) サービス生産の過程の管理：り災証明書を

発給するまでの待ち時間の過程を管理す

ること。 

(4) 期待のコントロール：被災度判定結果への

過度な期待を与えないこと。 

(5) 安全の確保、(6)自尊の確保、(7)公平の確

保：人間としての３つの欲求を確保するこ

と。 

次に、これらを満足させるために、以下のよ

うなサービスを行いました。 

(1) コア・サービス：迅速にり災証明書を発給

すること。 

(2) サブ・サービス：最大限良好な待機環境を

提供すること。 

(3) コンティンジェント・サービス：相談窓口

を独立して設けたり、２次調査の予約を受

けるなどといったこと。 

 

何をどう設計したのか？ 

では、最適なサービス生産システムを設計す

る上で、どんな要素に着目すべきかといえば、

「サービス・コンセプト（何を提供するか）」、

「マーケット・セグメンテーション（誰を相手

にするか）」、「組織理念・文化（何をよしとす

るか）」、「イメージ・ブランド（外部にどう認

知されているか）」、「サービス・デリバリー・

システム（どうやって提供するか）」です。 

「サービス・コンセプト」はり災証明書を迅

速に世帯代表者の納得のいく形で発給するこ

とであり、「マーケット・セグメンテーション」

は小千谷市の約１万２千世帯です。「組織理

念・文化」や「イメージ・ブランド」について

は短時間では難しいので、ここでは具体的にど

うやって現場で提供したのかをお話したいと

思います。「サービス・デリバリー・システム」

は実際にそのサービスを提供するための仕組

みで、所有している人、物、技術を組み合わせ

て提供するサービス・コンセプトに最適な仕組

みを構築するということです。 

具体的に何を設計するかというと、(1)業務

フローの設計、(2)時間と場所の設計、(3)業務

フローの制御の方法で、先程の７つの留意点を

達成しながらやればいいことになります。 

(1) 業務フローの設計：工程やシステム導入の

検討、人的資源配分を設計する。 

コンティンジェント・サービスとして相

談窓口を設け、納得しない被災者をメイン

のフローから分けました。これを混ぜてし

まうと、どうしても待ち時間と得るサービ

スとの間にアンバランスが生じてしまう

からです。 

また、人的資源配分は、様々な業務を主

に税務課職員で分担し、応援要員には税務

課職員が必ず付くようにして事情を把握

できるようにしました。さらに、コンティ

ンジェント・サービスに属するような業務

には専門家がスタンバイしていて、アドバ

イスできるようにしました。 

(2) 時間と場所の設計：サービスを提供する時

間とその空間を設計する。 

時間は11月21～24日の９～17時に設定

され、場所はホールがある小千谷市総合産

業会館になりました。空間設計は被災者と

接するフロント・オフィスと、バック・オ

フィスに分けて設計しました（図１）。 

まず、フロント・オフィスは、混雑しな

いように入場者を統制し、シンプルな動線

にしました。中央のパーティション部分に

は過去の被災度判定結果の例が写真付き

で示されていて、専門家に相談や疑問をぶ

つけることもできます。また、発給待ちと

相談待ちを完全に分離して、相談待ちがメ

インストリームではないことを空間的に

も示す配置になっています。被災者対応は、

お客様対応マニュアルを使って、サービス

の内容がある程度均質化されるようにし

ました。 

次にバック・オフィスは、たくさんの書

類が動くので、書類運搬係を配置して業務

の迅速化を図ることと、外から見えにくい

控えスペースを作って、そこで休憩や食事

ができるようにしました。 

(3) 業務フローの制御の方法：業務全体が滞ら

ないようにするための設計をする。 

たくさんの人と書類が動くので、それら
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図１：り災証明書発給会場の空間設計 

が集中するとどうしてもミスが出たり、業

務が停滞しますから、制御しなければなり

ません。また、強く不満を言う被災者など

にもうまく対応します。 

具体的にはフロント・オフィスでは整理

券を配ったり、入場者数を制限しました。

バック・オフィスでは、ＴＯＣいう「制約

の理論」を使い、業務のどこに資源が不足

しているかをモニターして把握し、そこに

資源を投入することにしました。 

初日９時半から開始すると、相談窓口に

来る人と、判定結果の再検索に来る人がど

んどん増えてきました。そのうち再検索窓

口は、発給者側の問題で待たせてしまって

いることに気づき、この窓口数を増やすこ

とにしました。12 時半の時点で増強したら、

待つ人の数を減らすことができました。 

そのほか、お客様対応マニュアルを担当

職員に配り、ちょっとした質問であれば答

えられるようにしました。ある程度の大き

な疑問や強い不満の主張があった場合に

は、専門家の先生、あるいは役付きの課長

や課長補佐が出て行って、相談できるよう

な体制を取りました。 

 

会場での人の動きはどうだったのか？ 

ここからは、実際に現場がどう動いたかをム

ービーを見ながらご説明します。 

まず、外の駐車場には職員を配置して、駐車

場整理をしました。 

発給窓口の会場に

入る前の段階で、整理

券を配りました。同時

に、現時点で窓口対応

をしている人の整理

券番号も記したので、

時間を見計らって別

の用事を済ませるこ

ともできます。番号を

呼ばれたら、２階の会

場へ移動してもらい

ました。 

申請書を受け取り、

テーブルが幾つも並

んでいるところで申

請書の記入をします。

記入の仕方がわから

なければスタッフが

対応しますし、壁にも

記入例を示しました。 

パーティションの

向こう側が相談窓口

になります。パーティションには、阪神・淡路

大震災時の判定結果の例を掲示しました。これ

らを待ち時間に眺めてもらうと、「自分の家は、

どんな判定になるか」という期待を、ある程度

コントロールすることができます。また、被災

度判定がどのように行われているかという説

明書きのポスターも貼り出し、ある程度仕組み

も理解いただくようにしました。 

フロアマネジャーは、滞りがあるとそこに行

ってコントロールします。基本的には図中①で

申請書を提出して、隣の窓口で自分の判定結果

を聞きます。そこで納得すればこの隣で公印が

押され、り災証明書が発給されます。納得でき

ない場合には、相談窓口の待合いスペースで待

つことになります。 

自分の判定結果がシステムの中で見つから

なかった人のための再検索窓口もありますし、

「なぜこのような判定になったのか」について

相談できるようにもしました。 

このようにして、４日間で小千谷市の４分の

１の世帯に、り災証明書を発給することができ

ました。 

まとめますと、窓口業務の設計の各所に工夫

を組み込むことによって、サービスの内容を向

上させることができます。災害時ですから、全

てに対応するのは難しいですが、１つでも多く

制御することができれば、不満を減らすことが

できると考えています。   （文責 青野） 
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重川 会の前半では「建物の被害認定調査」と

「り災証明書発行」という業務の効率化に向け

た支援プログラムのご紹介をしていただきま

した。たまたま新潟県中越地震という実際の現

場で、これらのプログラムを適用させていただ

き、その中で新たな課題も見つかりました。そ

して震災から１年経って、その課題をさらに見

直した新しいツールの開発というものも発表

していただきました。 

 しかし、どんなに厳密に「建物の被害認定調

査」や「り災証明書発行」のシステムを設計し

ても、一方で被災者の不満というのは必ず残り

ます。これをゼロにするような方法やシステム

というのはどんなに頑張ってもできないとい

う気がしております。精度を上げる、システム

を改革するというのは勿論必要なことですが、

それだけでは解決できない問題が残っている

ように思います。 

実はり災証明書を発行し終わってほっとし

たあとに膨大な業務が生まれてきます。非常に

長くて地道な戦いが、まさにここからスタート

します。今日お集まりいただいたパネリストの

皆様は、この長く地道な戦いを国あるいは市町

村という現場で実践してこられた方たちです。 

後半の「残された課題」では、り災証明書発

行以後に発生する様々な業務の効率化を図っ

ていくために、これから準備しなければいけな

いプログラムは一体何か、どんなことが求めら

れるのかについて検討を進めていきたいと思

います。 

 最初に、内閣府防災担当の松井参事官補佐か

ら、災害救助法による住宅の応急修理制度、被

災者生活再建支援法による暮らしの再建策に

ついて、制度のご説明をしていただきたいと思

います。当初プログラムでは厚生省の佐々木さ

んに災害救助法関係のお話をしていただく予

定だったのですが、豪雪による災害救助法の発

動に伴い、公務がご多忙なためにお越しいただ

けなくなりました。内閣府の松井さんのご好意

で、一緒に併せて説明していただくことになり

ました。 

 それを受けて、その事業を実際に運用された

新潟県小千谷市と新潟県長岡市、まさに被災者

の方たちの生活再建窓口の対応をされたお二

方に、今日は４つの観点からお話をしていただ

きたいと思っています。 

 まず１つめのポイントは、一体どれぐらいの

業務が発生するのか。マンパワー、費やす時間、

処理方法、それに必要な執務空間などについて。 

２つめが、いろいろな支援策が行われますが、

それぞれの実施順序、タイミング、あるいはス

タートしたけれども途中で制度が変更になる、

そういった問題がどうだったのだろうか。 

３つめが、膨大な書類、分厚いファイルがず

らっと並んでおりますが、個人情報保護の問題

も言われる中で、データ管理、業務管理の点か

らお話をいただきたいと思っております。 

そして４つめが、今改めて被災者の住まいと

暮らしの再建にとって本当に必要な、有効な支

援策とは一体どういうものなのだろうか、現場

で感じていることをご提案いただきたいと思

います。 

 さて、それでは松井さん、よろしくお願いい

たします。 

 

被災者生活支援と住宅の応急修理 

松井 私は内閣府で災害復旧・復興というセク

ションを担当させていただいています。災害が

発生したあとに生活再建の支援、産業の復興、

都市の復興といった施策の各ツールは各省庁

が持っているわけですが、それぞれの施策の調

整を進めるというセクションです。 

 特に、２つ個別に持っている制度がありまし

て、「建物の被害認定」と「被災者生活再建支

援法」です。 

地震や大規模水害などの災害が起きた場合

にり災証明の発行をどうするかというのを東

京都のある区に聞いたら、「それは分かりませ

パネルディスカッション 「残された課題」 
モデレータ：富士常葉大学環境防災学部 教授 重川希志依 氏 

パネリスト： 

「り災証明から被災者生活再建支援法関係」 

「災害救助法（住宅の応急修理）」 

    内閣府政策担当官（防災担当）付参事官（災害復旧・復興担当）付 松井 康治 氏

「生活再建支援―被災者支援制度の検証―」 

    小千谷市建設課都市計画課 主査 渡辺 英明 氏 

    長岡市復興推進室   統括主査 横山 幸信 氏 
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ん。火災ならば消防がやってくれるのですが、

地震、水害はどこがやるか決まっていません」

というような話を聞いたりもします。 

 実際に地震や水害であれば、先ほどご紹介に

あったような大規模な発行業務、発行体制が必

要になってくるわけですから、消防部局だけで

は対応できないと思います。そういう点で、り

災証明の発行体制の整備というのが重要では

ないかと思います。 

 り災証明というのは重々ご承知のとおり、家

屋の被害程度について証明するものです。 

 何を基準に全壊とか半壊というのを判断す

るのかというのを国のほうで統一的に定めさ

せていただいております。「災害の被害認定基

準について」という通知は、平成 13 年に出さ

れています。今日堀江さんのプレゼンテーショ

ンの中で出てきたのは昭和 43 年に作ったほう

の基準です。 

火災は、床面積 70％以上であれば全焼とな

っていますので、そこは床面積ベースで見てい

ただければ判断しやすいかと思いますが、地震

被害の場合は、経済的価値が 50％以上失われ

ていれば全壊という定義づけをさせていただ

いています。その経済的価値をどのように判断

するのかという方法を平成 13 年、この基準を

改正したときに作成させていただいておりま

して、「災害に係る住家の被害認定基準運用指

針」という冊子を作り、ホームページにも掲載

させていただいております。この方法に基づい

て各市町村で発行していただいたり災証明に

基づいて各種支援策が受けられるという流れ

になるわけです。 

 では、どういった支援策が受けられるかです

が、被災後の支援策というのはたくさんありま

して、各省庁が用意しております。 

 大きく３つに分けられると思います。 

・「給付」 支援金のようにお金をもらえる

制度。 

・「融資」 お金を借りられる制度。 

・「現物支給・その他」 

の３つです。 

例えば学用品の給付や応急修理も現物支給

ですし、「その他」は税金の減免や支払い免除

等々の施策がございます。 

 「給付」の災害弔慰金は、例えば世帯の主た

る人が災害で亡くなった場合には最大 500 万

円給付される制度です。「融資」は、災害復興

住宅融資は住宅金融公庫が行っている融資で、

被災した方が住宅を新たに建てられる、もしく

は補修をされる場合に融資を受けられる制度

です。「現物支給」では、応急仮設住宅や公営

住宅への入居等々があります。ほかにも公共料

金の減免、免除等を受けられるというような、

様々な支援があるわけですが、これらの支援を

受けるのにり災証明が必要ということになっ

ております。 

被災者生活再建支援制度と住宅の応急修理

制度について少し踏み込んで説明させていた

だきます。 

 まず支援制度のほうですが、阪神・淡路大震

災が契機となってできた制度です。平成 10 年

に超党派の議員立法で成立しました。成立当初

は、生活必需品や医療費等々に最大 100 万円の

支給を受けられるという制度でした。その後、

いろいろなレベルで議論が行われ、平成 16 年

に法改正を行いまして、居住関係経費というこ

とで住宅の再建や解体・撤去、家賃等々に対し

て支援金を受けられるという制度に変わって

おります。 

 この支援金を受けるのは、自然災害が対象と

なります。自然災害が発生して、災害救助法が

適用となった場合にこの支援法も併せて適用

されます。 

 一定の要件を満たせば適用を受けられまし

て、①住宅が全壊した人、②火砕流等により長

期間非難を余儀なくされた人、③大規模半壊世

帯、が対象になります。 

 いくら支援金が受けられるかというと、まず

年収要件があります。ご高齢の方、要援護世帯、

障害者がいらっしゃるといった場合は要件の

緩和をさせていただいております。また、１人

世帯と２人以上の世帯では支給の限度額が変

わっています。 

どういったものにお金が使われるかという

と、「生活関係経費」と呼んでいる①生活に必

要な物品の購入、②医療費、③住居の移転費、

④住宅を賃借する場合の礼金、それと、「居住

関係経費」と呼んでいる⑤民間賃貸住宅の家賃、

⑥住宅の解体・撤去・整地費、⑦住宅建設、購

入のための借入金等の利息、⑧ローン保証料そ

の他住宅の建て替え等にかかる諸経費、などが

あります。 

これは、都道府県が数億円から十億円単位ぐ

らいでお金を出しまして、被災者生活再建支援

法人の中に基金を作っており、そこから支援金

を出すわけですが、その支援金を出す場合に、

国は２分の１を補助するという制度になって

おります。 

 もう一方の応急修理制度ですが、災害救助法

と被災者生活再建支援法の最も違うところは、

被災者生活再建支援法はお金を被災者に給付

する制度で、救助法は現物支給の制度で、お金
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は渡さずに救助という行為を被災者の方に提

供するという考えです。まず応急的に「現に救

助を必要とする者に対して現物で行う」という

のが救助法の制度です。 

 どういった救助の種類があるかというと、避

難所とか応急仮設住宅の設置、食品・飲料水・

衣服・寝具等の給与とか、医療、救出、それか

ら後ほど説明します住宅の応急修理、学用品の

給与、こういった救助がこの災害救助法で行わ

れます。 

 この救助法につきましても、この法律が適用

される災害でなければなりません。 

 厚生労働省告示の中に「住宅の応急修理」

というのがありまして、「１．災害のため、住

家が半壊または半焼し、自らの資力では応急修

理をすることができない者」、「２．居室、炊事

場、便所等日常生活に必要な最小限の部分に対

し、現物をもって行う」、「３．住宅の応急修理

は災害発生の日から１か月以内に完了するこ

と」「４．一世帯当たりの費用限度額は 51 万

9000 円」。 

 実はこれだけではなかなか現実の災害には

対応できないということもあって、今回の中越

地震においては、所得要件や対象範囲、実施要

領を作成するとか、期間の延長、費用限度額に

ついて弾力運用を行っています。 

 まず１つめの所得要件について、告示上では

「自らの資力では応急修理ができない者」とな

っておりますが、これについて、諸条件に応じ

て年収要件の緩和を行って対象を広げており

ます。 

 ２つめの要件緩和として、応急修理の範囲。

原則は日常生活に必要な最小限度の部分とな

っておりますが、屋根、柱、床、外壁とか、お

おむねどこでも応急修理ができるように弾力

運用を実施しております。 

 ３つめ、手続きについて、告示上では市町村

長が建築関係業者と直接契約、または市町村長

自らが技術者を動員して実施するというのが

通常のパターンですが、実施要領を定めて、市

町村長が事業者を指定して速やかに応急修理

を進められるように手続きの簡素化を図って

います。 

 ４つめ、費用については、些少ですけれども、

51 万 9000 円の限度額を 60 万円に引き上げて

いるというような弾力運用を行って今回の中

越地震における住宅の応急修理制度に対応し

てきたという状況です。 

重川 松井さん、大変ありがとうございました。 

 引き続いて、小千谷市の渡辺さんから、り災

証明書発行以降、人口約４万人の都市で生活再

建に携わってこられて、どのような仕事がどれ

くらい発生してくるのかお話しいただけます

でしょうか。 

 

小千谷市役所での応急対応の実態 

渡辺 私は発災当時は都市開発課という部署

におりました。その課は災害マニュアル上、仮

設住宅の担当、応急修理制度を実施することが

決められておりまして、その関係で被災者生活

再建支援制度についても同一の窓口で実施し

たほうがよいということから併せて担当して

おります。その後、機構改革により建設課とな

っております。 

小千谷市は人口４万人程度、１万 2000 世帯

弱で、住家の被害調査が１万 1000 弱です。非

住家のほうが 5000 強、合わせて１万 6000 程度

の住宅のり災証明を発行しています。 

 この被害認定について私は直接的には携わ

っておりませんが、被害の調査を 11 月 15 日ぐ

らいまでやったようです。調査は２人１組で、

25組から、多いときで30組 60名体制ぐらい、

市の税務課が中心ですが他課からの応援、ある

いは県の職員の応援等を受けながらやったと

聞いております。 

 り災証明発行が11月21日から始まっており

ます。り災証明の発行事務にも 30 名近くの職

員が必要になっておりました。再調査の申し出

がありますのでそれにも出なくてはならなく

て、20～25 組がり災証明発行直後から出て、

一段落したのが翌年３月下旬ぐらいだったよ

うに聞いております。被害認定の調査、あるい

はり災証明の発行についてもこのように途方

もない労力が必要とされております。 

 私が主に担当したのはその後の話になりま

す。大きなものとしては、仮設住宅の受け付け、

応急修理制度の実施、被災者生活再建支援制度

の実施ということになります。 

 制度というのは元々あったわけですけれど

も、災害が起きてすぐ翌日からそれを実施でき

るかというと、とてもそうではありませんで、

やはり国と県のほうで協議を重ねて制度の骨

子、実施方法がある程度定まってから、市町村

のほうに情報提供がありまして、それを受けて、

市町村のほうで実施について準備を進めると

いうことになっています。 

 具体的に言いますと 11 月 17 日から、よくテ

レビに出ました小千谷市総合体育館の一角を

借りて、今申し上げた三つの制度についての受

け付けを開始しております。 

 窓口は日々数百人の市民が押し寄せてくる

ような状態ですので、内部職員だけでは到底足
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りませんので応援いただきまして、被災者と直

接対応する窓口は最低 10 人から、多いときで

15～16 人、ほとんど外部の方だけで対応して

いただきました。難しい問題、制度への不満、

答えられない質問事項については小千谷市の

職員が後方でサポートして進めておりまして、

４～５人のバックアップ体制をとって会場に

行っております。 

 仮設住宅の数は、要望調査で希望を取った段

階では 1400 程度ありました。その後、避難勧

告・指示等が解除になって自宅に帰れるような

方も出てきて、最終的な仮設住宅の申し込みは

800 弱の世帯数になっております。それと、同

時並行で住宅応急修理、被災者生活再建支援の

受け付けを、り災証明書発行日となった 11 月

21 日からするようになりました。体制として

は先ほどと同じ窓口でやってきております。 

 どこの部署もそうですが、市内ほぼすべてに

被害が拡大しておりましたので、市役所の通常

業務というのは全く停止しておりました。市の

職員すべてが緊急対応に奔走していたという

状態が数か月も続いておりました。 

重川 今でも市役所に相談窓口を設けられて

いますが、この月曜日あたりは相談に来られた

被災者の方は何人ぐらいいらっしゃいます

か？ 

渡辺 ある程度落ちついてはいるのですが、週

明けの月曜日とかは結構集中しまして、40～50

人でしょうか。被災者生活再建支援の申請が主

ですが、いろいろな経費によって申請が複数回

できるような仕組みになっておりますので、同

じ方が何度も来るということが起きています

ので、再建が進んでくると申請にいらっしゃる、

そういう状況です。 

重川 ありがとうございました。同じように横

山さんのほうからご紹介いただけますでしょ

うか。 

 

長岡市役所での応急対応の実態 

横山 それでは、私ども長岡市の状況を申し上

げます。 

 まず被害認定ですが、地震の翌日から早速、

国の救助法で言うところの第１次判定と第２

次判定を兼ねて出かけております。内閣府の住

家の被害認定の調査票に基づいてそのままや

りますとどれぐらい時間がかかるか分からな

いという状況でしたので、もう少し簡易な調査

票を作成して、２人１組で調査を実施しており

ます。 

 最初のうちは私どもの職員のみで対応して

おりましたが、時間が想定よりもかなりかかっ

たということで、途中から全国の自治体の方か

ら応援をいただきまして、多いときで 100 人体

制で実施しました。それでも１次、２次判定の

みで１か月間を要しております。私どもも全棟

調査をして、全家屋約８万棟を調査しました。

被害認定数ですが、半壊以上で約 9200 棟、一

部損壊で５万 1000 棟、合計で約６万棟の住家

の被害がありました。 

 それに加えて、２次判定が終わるか終わらな

いかの 11 月下旬ごろから、再調査の依頼が殺

到しました。支援制度に直結する制度だという

ことが住民の方に分かりはじめたころから再

判定依頼が殺到し、り災証明書の交付申請も殺

到しております。 

 人員ですが、やはり地震当初から３月末まで

の約５か月間はかなり対応に苦慮して、多いと

きで 100 人体制、少ないときでも 60 人ぐらい

の人員で被害認定に対応しております。 

 もう一方の支援制度ですが、住宅応急修理と

被災者生活再建支援制度を、私どもは１つのグ

ループで対応しました。これについては住民の

方も私どももよく分からない。特に住民の方は

言葉から分からないということでした。その中

で応急修理については期限の問題がありまし

たから、まず制度自体について周知をできるだ

け早くする必要があったのです。 

 それで、11 月中旬には地区別の説明会、そ

れから市役所の中に相談窓口を開設して、11

月下旬には全世帯に支援制度を掲載した広報

誌を配布しました。 

 被害認定が一順繰りした直後ぐらいの 12 月

初めに、半壊以上の全世帯の皆さん個々に被害

認定通知書、「あなたの住宅は半壊です」とい

うような被害の程度を書いた通知書と支援制

度のパンフレットと申請用紙も入れて郵送し

ています。その後 12 月７日から支援制度の申

請受付、相談窓口を市役所１階のロビーのほと

んど全面を使い、対応いたしました。 

 最初の１週間ぐらいは特に混乱しました。１

日に約 400 人の方が殺到して、特に最初の３～

４日は市民の方が６時間以上窓口でお待ちい

ただくという状況が続きました。その後、体制

を強化して、12 月から２月ごろまでは土日も

含めて窓口を開設しましたが、やはり混雑はそ

のころまで続きました。 

 それと並行して、いろいろな支援制度の申請

書を受けたあとの審査、データシステムの作成、

支払い事務等をやりましたので、職員体制とし

てやはり３月までの５か月間ぐらいで、当初は

20 人ぐらいの体制でスタートしたのですが、

とても回らないということで、その後は 80 人
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体制ぐらいでやっておりました。現在もやはり

被災者生活再建支援金の申請あるいは相談に

毎日 30～50 人ぐらいの方が申請相談に来庁さ

れている状況です。 

 

ありがたい“柔軟な対応”にも問題点が 

重川 今、住宅の応急修理制度に期限の限度の

お話がでましたが、お分かりにならないかたも

いらっしゃると思うので、もう少し具体的にお

話をしていただけますか。 

横山 住宅応急修理制度は災害救助法に基づ

いた制度で、目的が仮設住宅に入らずにできる

だけ早く修理を終わらせて自宅に戻っていた

だくための制度ということで、今回、非常に弾

力的な運用をしていただきましたので多くの

方が利用することができました。利用された被

災者の方は柔軟な対応をしていただいたこと

にとても感謝をしております。 

 柔軟な対応というのは所得制限等、それから

修理の内容もかなり柔軟な対応をしていただ

きましたので、本当に応急的な修理というより

も、一般的な修理までもやらせていただいたの

です。そうしますと、すぐ終わるような修理に

加え、ある程度時間が必要な修理というのが発

生しました。 

 また、全市に被害が及びましたので業者が追

いつかない、修理を頼んでもすぐに修理にかか

れないという状態があったのが一つ。それと、

応急修理は地震から約２か月後の12月31日ま

でに申込書と業者からの見積書を揃えて出し

ていただくということでしたので、どうしても

間に合わない。当初の国、県のお話ですと、12

月末までに修理も終わらせてくれというよう

なことでしたので、「とても 12 月末までに修

理が終わるわけがない」という方が、申し込み

自体をされなかった、要はあきらめた方が多数

おられました。 

 その後、申込期限の延長はされなかったので

すが、工事の完了期限が延長されましたので、

申し込みをあきらめていた方が、１月、２月以

降に「修理の完了期限が延長されたので私にも

応急修理を受けさせてくれ」という方が非常に

多く来られました。 

しかし、制度の運用上 12 月末で締め切りで

すから、それらの皆さんには非常に申し訳ない

のですが、この制度は受けられませんというこ

とでお断りをした次第です。 

重川 り災証明書発行にどんなに頑張っても

１か月以上かかります。その中に支援策が次々

出てきて、時間との競争や、行ったり戻ったり

ということでいろいろなご苦労があったと思

うのですが、渡辺さんのほうからも少し具体的

なお話を紹介いただけますか。 

渡辺 被災者に対応していて困ったのが、再調

査によって被害程度が変わってしまうことで

す。「一部損壊」が「半壊」になると、応急修

理制度の対象になるわけですが、再調査が応急

修理の締め切りまでに終わらないためその時

点で申し込み資格がないということが起きて

おりました。 

 ごく最近もあったのですけれども、市が調査

を誤っていたわけですから、この支援制度が使

えないのはおかしいのではないかということ

になります。あくまで半壊のり災証明がないと

申し込みができないということになると、その

期限というのが大きなネックになるというこ

とです。 

重川 松井さんのご担当の範囲を超えていま

すが、せっかくいろいろな支援策、プログラム

があるのですが、施策のタイミングとか整合性

をもうちょっと国とか県とかが市町村の現状

を見ながら運用を協議できるような場という

のはないのでしょうか？ 

松井 支援メニューをいかに被災者に対して

速やかに提示できるかというのが一番重要な

ポイントです。法律に基づいた制度ということ

もあって、できる範囲で運用改善という形で期

限を延ばしていくといったことで、逆にご迷惑

をおかけした結果も出てきていると思います。

関係省庁会議等もございますし、自治体からの

要望も各省に検討をしていただいております。

今回の経験をいかに今後の施策に反映できる

かというのは大きな検討課題だと思っており

ます。 

 

各種情報のシステム化への課題 

重川 次に、膨大な量のデータ管理、被災者に

対して継続的に相談業務を行っていく、関係各

課との情報共有、これをどんな形で進められて

いたのか、長岡市の横山さん、いかがでしたで

しょうか。 

横山 私どもは応急修理制度と支援制度の相

談窓口においては、住民の方の利便性を図るた

めに、その相談窓口の場所で住民票情報、所得

情報をパソコン上で職員がすぐに見られるよ

うにしました。ただ、個人情報の制限がありま

すので、もちろん事前にご本人の了解を得てと

いう条件ですが、そうすることによって来られ

た方が、所得制限に引っかかっていないか、あ

るいは支援の対象となる人かどうかの判断が

できて、その場ですぐ被災者の方にお答えでき

るような体制をまずとりました。 
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 情報化ということですが、私ども長岡市では、

被害調査のシステム、住宅応急修理制度のシス

テム、国の支援金のシステム、市の支援金のシ

ステム、義援金のシステム、それぞれ統一的に

全部リンクさせられればよかったのですが、相

談や支援制度の実務をやりながらでしたので、

そこまで総合的なものを考える暇はありませ

んでした。ですが、それぞれのシステムに班、

担当を決めて、それぞれが連携しながら対応し

ました。 

 課題としては、それぞれの同じような共有で

きる情報もあるものですから、その辺の共有化

を図れるようなシステムが今後できればなと、

これは一つの課題になっております。 

重川 小千谷市の渡辺さんのところも、被災者

の方というのは、例えば住宅の応急修理とか再

建支援法のことだけ来るのではなくて、多分、

農業とかお仕事のこととかをひっくるめて、い

ろいろな相談を一気に持ち込まれると思うの

です。そのときに、今、横山さんがおっしゃっ

ていたようなシステムがあれば効率的な対応

ができるのでしょうが、小千谷市でもそれは間

に合わなかったのですよね。 

 今回の体験をとおして、こういうシステムを

作るべきだと思うのだけれども、例えば役所の

情報共有上の問題点など、言うのは簡単だけれ

ども実現するのはなかなか難しいというよう

な課題、ネックとなっているところというのは

どんなところだとお考えでしょうか？ 

渡辺 小千谷市も今ほど長岡市さんのご紹介

があった内容とほぼ同じやり方をしておりま

す。それぞれ必要な部署で、時間が本当にない

中で、でも、被災者の方を待たせるわけにはい

きませんので、窓口をいかにこなしていくかと

いうのを最優先しましたので、必要最小限のシ

ステムを自前で作って、それぞれ運用したとい

う状況です。 

 一番ネックとなっているのは、市町村の事務

はすべて住民基本台帳が基本になっておりま

すので、そのとおりに運用するのであればある

程度システム化は簡単にできると思いますが、

「住民登録のない方も支援の対象から漏らし

てはいけない」という、とてもありがたい取り

扱いではあるのですが、自治体でそれを事務と

して行うときには本当にネックになります。住

民登録のない方をどうやってデータ化してい

くのか。 

被害調査もそうです。住宅の調査はできても、

そこに住民登録のない方が実際には住んでい

るということを定義づける方法は、今のところ

市町村のシステムの中にはないわけです。ただ、

なくても「証明書は発行しなさい」ということ

ですので、それはやっておりますけれども、そ

こが一番難しいところだと思います。 

重川 各課で情報共有するということについ

ては、災害に遭われた自治体の場合にはそんな

に違和感はないという感じですね。 

渡辺 今になれば、各課で作ったものを持ち寄

って必要最小限の情報を共有するというのは

そんなに難しいことではないと思います。 

重川 これは災害が起きる前にやはりそうい

うものを準備しておこうとすると、なかなか縦

割りの壁があって難しい。本来、事前にそうい

うベースを用意しておいて、災害が起きたらす

ぐにそれに情報を乗せていくということがい

いと思うのですが、被災をしてみないとそこら

辺の必要性がなかなか分からないという問題

を抱えています。 

 

本当に有効な支援策ってどういうもの？ 

重川 さて、最後に、今までの体験を通して本

当にあるべき住まいと暮らしの再建に必要な

支援策、どんどん被災者に対する個人的な現物

支給も含めた金銭の支援というのは膨らんで

きておりますし、よほどの巨大災害が発生して

日本の財政が破綻しない限り、中小規模の災害

であれば次にはまたさらに支援の嵩上げがあ

るやもしれないと思うのです。そういう動きの

中で、本当に必要な支援策というのはどういう

形だろうかということについて、今考えていら

っしゃることを渡辺さんのほうからいくつか

ご提案いただければと思うのですが。 

渡辺 今回の新潟県中越大震災で被災者支援

窓口を担当していて一番つらかったのは、要は

支援の制度は非常にいいものが示されてはい

るのですが、実際に被災者の方がそれを享受し

たいと窓口に来られても、すべての方に示され

たような支援をできる仕組みになっていない

ことです。現実にはいろいろな制限が加えられ

ていて、被災者が期待している支援と実際に受

けることができる支援にだいぶギャップがあ

るのです。 

 たまたまうまく期待どおりの支援を受けら

れる方であれば、本当にありがたいということ

で終わるわけですが、そうでない方が実は非常

にたくさんいるわけです。個人財産に対する考

え方などがあって難しい部分はあるのでしょ

うけれども、あまりにも被災者の期待と今の支

援制度の内容がずれていて、あるいは離れすぎ

ていて、市町村窓口はその差を説明しますけれ

ども、大混乱する。制度が難しいがために説明

の時間も非常にかかりますので、待ち時間も多



 18

くなって、それがまた被災者の不満になります

し、どうも悪循環です。せっかく被災者に対し

てのありがたい支援策にもかかわらず、かえっ

て不満のほうを大きくしてしまっているとい

うのが現状です。 

 不満を少しでも減らすためには、分かりやす

く簡単で、あまり条件をつけないという制度が

必要だと思いますし、あとは支援の格差、支援

を受けられる方と受けられない方の差があま

りにも大きくて、収入が 500 万円以下であれば

300 万円まで受けられるけれど、500 万円を１

円でも超えると０円になってしまう、そういう

ことでは、ちょっとの差で支援を受けられない

という方に納得していただくのは非常に難し

い。もうちょっと緩やかなランクをつけるよう

な支援、あまり差を極端に設けないような形で、

被災者の期待を裏切らない、分かりやすい制度、

こういうものが必要なのではないかと考えま

す。 

重川 この前ちょっと渡辺さんにお聞きした

ら、あまりにも額が高すぎるのではないかとお

っしゃっていましたよね。生活再建支援と言っ

ても、お年寄りが 100 万円の現金をもらっても

買う物がなくて、かえって大変なのだと。使用

目的を限定されますと、お金を使うのに本当に

苦労するというのはよく分かります。もっと金

額を低くして広く薄く、それで特定の人だけが

すごく得をしたような錯覚に陥らないほうが

いいのではないかというお話をされていたと

記憶しているのですが、横山さんはいかがでし

ょうか。こんな在り方がいいのではないかとい

うお考えをお聞かせください。 

横山 私からも、もう少し具体的な話をさせて

いただきます。根本的な考え方は渡辺さんと全

く同じです。 

 具体的に、まず国の被災者生活再建支援制度

ですが、やはり住民の方から「修理費になぜ使

えないのだ」という声が多くて、私どもも説明

に難儀をしているのです。「全部壊さなくても、

修理をすればこのままおれの家にもう一回帰

れる」という方が非常に多いものですから、修

理代にも何とか使えるようにしていただきた

いと思っております。 

 それから、今ほど言われましたように、使途

制限が非常に厳しいものですから、例えば上限

額が 300 万円でも、なかなか 300 万円まで使い

切れないというか、使いたくても使えないとい

う方が多くて、そういう意味で非常に不満感が

住民の方にあるのです。300 万円という数字が

まず目に入ってきますので、それだけ使えると

いうイメージがまず入るのです。そのあと個々

に詳しく説明していきますと、あれも使えない、

これも使えないとなってきまして、そうすると

プラスというよりも、どうも減額というか、損

をした気分になって帰られる方も多いのです。

実際には支援を受けられているはずなのです

が、その辺の不満が多いのではないかなと思い

ます。 

 住宅応急修理制度について先ほどちょっと 

触れたのですが、今回、柔軟に対応していただ

いて一般的な修理まで踏み込んでいただいた

のは非常にありがたいのですが、期限的な問題

が片方にあったために、その辺のギャップがあ

るものですから、私どもとしましては、応急的

な修理制度から一般的な修理にもどちらにも

使えるような、それもあまり無理のない期限で

使えるような制度にしていただきたいという

のが願いです。 

 

暮らしの再建支援業務効率化のために 

重川 ありがとうございました。もうお約束の

時間を過ぎてしまって大変申し訳ないのです

が、簡単にまとめさせていただきます。 

暮らしの再建支援業務を効率化していくた

めにいろいろな支援プログラムをこれから考

えていかなければいけないと思います。 

 １つは制度の見直しということで、いくつか

のご提案をいただきました。これは我々にはで

きないことで、法律を見直すのであれば国会で

しょうし、事業制度になったら各省庁になるか

と思いますが、本当の意味で生活再建に資する

制度の在り方というのをもう一度、ただ額の上

乗せだけが手厚い支援ではないということを

もう一度考えてみたいと思います。 

 ２つめが被災者生活再建支援カルテのよう

なものを作って、お互いの情報管理、スムーズ

な支援策の実施ということを、これは今から備

えていくための“ひな型”を作っていくという

こと。 

 ３つめが、今日は「神戸の絆」の代表もお見

えになっているのですけれども、暮らしの再建、

あるいは前半の建物の被害認定、り災証明を含

めて、いろいろな支援をしていくためのアドバ

イス、技術的な支援、人的な支援ということで

こういうものがいろいろと立ち上がっており

ます。 

 お手元にお配りした資料の中に「中越大震災

ネットワークおぢや設立趣意書」という紙を入

れさせていただきました。最後に一つ宣伝をさ

せていただきたいと思うのですが、中に加入申

込書が入っております。こういった研修や、実

際に災害が起きたときに、神戸市あるいは今回
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お話しいただいた渡辺さん､横山さんのような

被災者の生活再建窓口のベテランの方、そうい

った方たちがアドバイスや具体的な支援をす

るためのツールの提供とか、自治体の方たちに

よる相互応援ネットワークができております。

神戸の絆も同じです。 

こういうグループに皆さんにお入りいただ

いて、今日議論したようなことを、災害が起き

る前に一歩一歩進めていきたいと思っており

ますので、よろしければぜひご加入いただけれ

ばと思います。今現在ネットワークおぢやでは

34 市町村の方がメンバーになっていただいて

おります。 

ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、最後

に松井さん、何かございますか。 

松井 り災証明については本当に被災者の支

援策の基本となるものですので、この発行体制

は非常に重要だと思っております。 

支援策につきましても、やや場当たり的な感

はありますけれども、今回の運用改善等もその

反省の結果も踏まえて、支援法については平成

20 年ぐらいの見直しに向けて検討すると国会

の決議もございますので、その検討に反映させ

ていきたいと考えているところです。 

新潟もこれから本格的な復興が必要だと思

っています。国のほうも支援してまいりたいと

思いますし、今回の皆様のご活動につきまして

も、いろいろとご協力、またお願い等をさせて

いただきたいと思っております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

重川 こちらこそ、どうもありがとうございま

した。パネリストの方、それからフロアで長時

間にわたり熱心にご聴取いただきました皆様

に心よりお礼申し上げます。 

司会の不手際でせっかくの機会ですのに、質

問の時間を取ることができませんでしたこと

をお詫びいたします。まだパネリストの方は皆

様の前にいらっしゃいますし、前半ご発表にな

った研究者の方も会場にいらっしゃいますの

で、お聞きになりたいことがあれば、ぜひ時間

の許す限り意見交換をしていただきたいと思

います。 

長時間にわたりましてありがとうございま

した。これで後半のシンポジウムを終わらせて

いただきます（拍手）。 

 

牧 重川先生、松井さん、渡辺さん、横山さん、

どうもありがとうございました。 

最後に閉会のごあいさつを林先生よりお願

いしたいと思います。 

 

林 長時間ご苦労さまでございました。今日は

皆さんからいろいろご質問をいただくことが

できないぐらい盛りだくさんになってしまい

ました。意見交換の件ですが、25 分ほど前に

「蛍の光」が鳴っておりまして、外ではほとん

ど撤収モードに入っておりますので、意見交換

は多分この会場の外というところが一番望ま

しい場所になろうかと思います。 

今日は一日ありがとうございました。 

 今まで中越地震というのが起こる前は、私た

ちが言ったりやったりしていることというの

は「ふーん」で終わっていたように思います。

あまり高い評価をいただいていなかったよう

な気もいたします。 

 でも、小千谷市という非常に限られた場所で、

しかも一部の業務でしかありませんでしたけ

れども、実際にイノベーションが形になったと

いうことは事実だと思います。 

 そこに噛んでいる人たちも大変興奮もして

おりましたが、このプログラムは実物として存

在していると思います。 

あとは効率だと思います。でも、それですべ

てが解決するわけではなくて、そこから逆に言

えばすべてが広がっていくのだということを、

改めて今日後半のパネルディスカッションを

含めて皆さんにずっと状況をご報告いただい

たことでよく分かっていただいたと思います。 

 これから本当にやらなければいけないこと

は、「制度」と「プログラム」と「人」を作る

ということだと思います。こういった努力をど

う体系化できるかというところがこれから問

われていくのだと思いますし、そういうことを

目標にして災害対応研究会はまた活動を続け

てまいりたいと心を新たにしたところです。 

今日は一日ご清聴いただきましてありがと

うございました（拍手）。 

 

牧 それでは、すべてのプログラムが終了いた

しました。本日ご講演いただいた方々、本当に

ありがとうございました。それから長時間にわ

たって皆さんご熱心に話を聞いていただきま

してありがとうございました。再度大きな拍手

をもって皆さんへのお礼に代えたいと思いま

す（拍手）。 

どうもありがとうございました。これでお開

きにさせていただきたいと思います。 

（文責 細川） 
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■ 事務局からのお知らせ 
 
平成 18 年度の災害対応研究会が始まります。

本年度も４月 28 日、７月 21 日、10 月 27 日に

開催させていただきます。場所も関電会館を例

年通りお借りしました。1月は神戸市が開催す

る震災技術展が例年どおり開催される場合に

は、その場をお借りして公開で行いたいと考え

ています。 

４月 28 日の研究会では、『JR 西日本尼崎脱

線事故の現場から』というテーマで、昨年４月

25日に発生したJR西日本尼崎脱線事故をとり

あげます。尼崎市消防局警防部消防防災課課長

補佐河本博志氏から「兵庫県尼崎市における列

車脱線事故時の救助・救急活動」について、ま

た前尼崎市総務局総務部防災対策課長南 敏

彦氏から「尼崎市災害対策本部の対応（後方支

援）…“現地対策本部の重要性と安否情報の収

集・提供”」についてお話しをいただきます。 

７月 21 日は『防災研究への名古屋の挑戦』 
 
 

 
外は小雨が降っています。若い２人は「電車が動い

ている時間には帰れますよね」なんて甘いことを言っ

てましたが、明朝この会報を持って新幹線に乗る私は

「まだまだ時間がある」とうそぶいていました。でも、

３歳の孫がいる身なのに、私はいつまでこんな生活を

続けているのでしょうかね。       （けん） 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

と題して、名古屋大学災害対策室の新進気鋭の

助手お二人から最新の話題を提供いただきま

す。元新幹線運転手という異色の地震学者であ

る林 能成氏からは「緊急地震速報の防災活用

上の課題」について、おなじみの木村玲欧氏か

らは「三河地震を例にした歴史災害調査の展

開」についてお話しいただきます。 

10 月 27 日は『21 世紀のわが国のインフラの

あり方を考える』と題して、少壮のお二人から

お話しをいただきます。独立行政法人防災科学

技術研究所総合防災研究部門主任研究員長坂

俊成氏からは「通信」をテーマに、京都大学大

学院工学研究科助教授中川 大氏からは「交

通」をテーマに、それぞれ最近の活動やお考え

を伺いたいと思います。 

本年度も是非ともご参加ください。 

（林 春男） 

 

 

 

 
東京に来て３年目になるというのに、未だに人混み

に慣れずにいます。特に、混雑時の電車は駄目です。

そんな時、大学で学んだ“群衆密度”のことをいつも

思い出します。ちょうど朝霧駅の群衆災害があった時

でしたからより鮮明なのかもしれません。そんなこと

を考えながら、今日も電車に乗っています。 （あい） 

災 害 対 応 研 究 会            
  

事務局：京都大学防災研究所巨大災害研究センター   ニュースレターに関するお問い合わせ：
    〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄                   （財）市民防災研究所 細川・青野
    TEL 0774-38-4280  FAX 0774-31-8294        TEL 03-3682-1090 
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